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財務セクション

特集メッセージ 特集 財務セクション 投資家情報経営・会社情報事業概況業績ハイライト

財務報告に係る内部統制に関する経営者の年次報告

　トヨタの経営者には財務報告に係る有効な内部統制を整備・運用する責任がある。財務報告に係る内部
統制とは、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務報告および外部報告目的
の財務諸表の作成に関する信頼性について合理的な保証を提供するために整備されたプロセスである。
トヨタの財務報告に係る内部統制には以下に関する方針および手続きが含まれる。

１）トヨタの資産の取引および処分を合理的な詳細さで、正確かつ適正に反映する記録の維持。

２）一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して財務諸表を作成するために必要な
取引の記録が行われていることおよびトヨタの収入と支出がトヨタの経営者および取締役
の承認に基づいてのみ行われることに関する合理的な保証。

３）財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある未承認のトヨタの資産の取得、使用または
処分を防止または適時に発見することに関する合理的な保証。

　固有の限界により、財務報告に係る内部統制は、虚偽記載を防止または発見できない可能性があ
る。また、将来の期間に向けて有効性の評価を予測する場合には、状況の変化により統制が不適切とな
るリスク、もしくは方針や手続きの遵守の程度が低下するリスクが伴う。

　トヨタの経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性に関する評価を米国のトレッドウェイ委員会
組織委員会（COSO）が発表した「内部統制の統合的枠組み」に基づき実施した。

　評価の結果、経営者は2010年3月31日現在における財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

　2010年3月31日現在の財務報告に係る内部統制の有効性に関しては、本報告書に含まれる連結財務
諸表を監査した独立登録監査法人であるあらた監査法人（PricewaterhouseCoopers Aarata）が監査を
実施しており、本報告書内の同監査法人の監査報告書に記載されている。
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独立登録会計事務所の報告書

トヨタ自動 車 株 式 会 社 の 株 主 各 位 及 び 取 締 役 会 へ

　私どもは、添付の連結貸借対照表並びに連結損益計算書、連結株主持分計算書及び連結キャッシュ・

フロー計算書が、トヨタ自動車株式会社及びその子会社の2009年3月31日及び2010年3月31日現在にお

ける財政状態並びに2010年3月31日に終了した3年間の各連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローを、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠し、すべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。また、私どもは、会社がトレッドウェイ委員会組織委員会（Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission（COSO））が公表した「内部統制の統合的枠

組み」で確立された規準に基づき、2010年3月31日現在、すべての重要な点において、財務報告に係る有

効な内部統制を整備・運用しているものと認める。会社の経営者は、これらの財務諸表及び財務報告に

係る有効な内部統制の整備・運用並びに添付の財務報告に係る内部統制に関する経営者の年次報告に

含まれる、財務報告に係る内部統制の有効性についての評価につき責任を負うものである。私どもの責

任は、私どもの統合監査に基づいて、これらの財務諸表及び財務報告に係る会社の内部統制についての

意見を表明することである。私どもは、米国公開企業会計監視委員会基準（the standards of the Public 

Company Accounting Oversight Board（United States））に準拠して監査を実施した。これらの基準は、

財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうか、また、財務報告に係る有効な内部統制がすべての重要な

点において整備・運用されているかどうかについて合理的な保証を得るように、私どもが監査を計画し、

実施することを要求している。私どもが実施した財務諸表の監査は、財務諸表における金額や開示の基礎

となる証拠の試査による検証、経営者が採用した会計原則及び経営者が行った重要な見積もりの検討及

び財務諸表全体の表示に関する評価を含んでいる。私どもが実施した財務報告に係る内部統制の監査

は、財務報告に係る内部統制についての理解、内部統制上の重大な欠陥が存在するリスクの評価、当該リ

スク評価に基づく内部統制の整備・運用状況の有効性についての検証及び評価を含んでいる。また、私ど

もが実施した監査は、状況に応じて必要と認めた他の手続の実施を含んでいる。監査の結果、私どもは意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　財務報告に係る内部統制は、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務報告及び外部報

告目的の財務諸表の作成に関する信頼性について合理的な保証を提供するために整備されたプロセス

である。財務報告に係る内部統制には、（ⅰ）会社の資産の取引及び処分を合理的な詳細さで、正確かつ

適正に反映する記録の維持に関連し、（ⅱ）一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して財務諸表を

作成するために必要な取引の記録が行われていること及び会社の収入と支出が会社の経営者及び取締

役の承認に基づいてのみ行われることに関する合理的な保証を提供し、（ⅲ）財務諸表に重要な影響を及

ぼす可能性のある未承認の会社の資産の取得、使用又は処分を防止又は適時に発見することに関する

合理的な保証を提供する方針及び手続を含んでいる。

　固有の限界により、財務報告に係る内部統制は、虚偽記載を防止又は発見できない可能性がある。

また、将来の期間に向けて有効性の評価を予測する場合には、状況の変化により統制が不適切となる

リスク、もしくは方針や手続の遵守の程度が低下するリスクが伴う。

日本　名古屋
2010年6月25日




